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議第85号

洛西ふれあいの里保養研修センターを廃止するための関係条例の

整備に関する条例の制定について

　洛西ふれあいの里保養研修センターを廃止するための関係条例の整備に関

する条例を次のように制定する。

平成25年５月14日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

洛西ふれあいの里保養研修センターを廃止するための関係条例の

整備に関する条例

（京都市洛西ふれあいの里条例の廃止）

第１条　京都市洛西ふれあいの里条例は，廃止する。

（京都市長寿すこやかセンター条例の一部改正）

第２条　京都市長寿すこやかセンター条例の一部を次のように改正する。

　　第１条中「増進」の右に「並びに社会福祉に関する市民の活動の促進」

を加える。

　　第２条第９号を同条第10号とし，同条第８号の次に次の１号を加える。

　　⑼　社会福祉に関する研修を行う事業（第６号に掲げるものを除く。）

　　第５条中「活動」の右に「及び社会福祉に関する研修」を加える。

（京都市障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設条例の一部改正）

第３条　京都市障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設条例の一部を次

のように改正する。

　　第２条第２項各号列記以外の部分中「京都市桂川療護園」の右に「及び

京都市洛西ふれあいの里療護園」を，「第６号に掲げる事業を，」の右に

「京都市洛西ふれあいの里更生園及び」を加える。

　　第５条第３項及び第７条第２項第３号中「掲げる事業に関し」の右に
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「京都市洛西ふれあいの里更生園及び」を加える。

　　別表第１京都市桂川障害者デイサービスセンターの項の次に次の２項を

加える。

京都市洛西ふれあいの里デ
イサービスセンター

京都市西京区大枝北沓掛町一丁目21番地
の20 Ａ

京都市洛西ふれあいの里授
産園

京都市西京区大枝北沓掛町一丁目21番地
の20 Ｂ

　　別表第２京都市桂川療護園の項の次に次の２項を加える。

京都市洛西ふれあい
の里療護園

京都市西京区大枝北沓掛町一丁
目21番地の20 50 Ａ及びＢ

京都市洛西ふれあい
の里更生園

京都市西京区大枝北沓掛町一丁
目21番地の20 60 Ｃ及びＤ

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成26年４月１日から施行する。

（関係条例の一部改正）

２　重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。

　　別表第１社会福祉関連施設の項中「，洛西ふれあいの里」を削る。

提案理由

　洛西ふれあいの里保養研修センターを廃止するため，京都市洛西ふれあい

の里条例を廃止する等の必要があるので提案する。


